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平野復興大臣 ～ 6月23日 山形県庁における福島県からの避難者との意見交換会にて～

東北地方の高速道路の無料開放、
対象を福島県内全インターチェンジ
に見直しました（6月30日開始）
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県内外で避難生活をされている方が
一日も早くふるさとに戻れるよう、
政府を挙げて取り組んでいきたい
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見直
国土交通省は６月１５日、本年４月から実施している原子力発電所事故による避難者の支援について、対象

インターチェンジの見直しを発表しました。
見直し後の実施期間は、６月３０日（土）０時から９月３０日（日）２４時までです。

福島県内のインターチェンジのう
ち、現在対象となっていない右のイ
ンターチェンジを対象に追加します。

■対象インターチェンジの見直し

１）避難元を確認するための書面
○被災時に警戒区域等を生活の本拠と
していた方
被災時に警戒区域等を生活の本拠
としていたことを証する書面（運転
免許証、パスポート、健康保険証、
住民票の写し、被災証明書、罹災証
明書等の公的機関が発行するもの）
○居住地が特定避難勧奨地点の設定を
受けた方
特定避難勧奨地点の設定を受けた
ことを証する公的書面
２）本人を確認するための書面
運転免許証、パスポート、健康保険
証等の公的機関が発行する書面

入口料金所で受け取った通行券とあ
わせて、以下の書面の提示が必要とな
ります。
（原本の提示が必要：コピー不可）

（参考）出口料金所で提示が必要な書面

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000268.html

東北自動車道：須賀川、矢吹、白河

磐越自動車道：磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河東、会津坂下、西会津

常磐自動車道：いわき勿来



福島県では、東京電力福島第一原子力発電所の事故を
踏まえ、将来にわたる県民の皆さまの健康管理を目的と
した「県民健康管理調査」を実施しています。

この「県民健康管理調査」は、大きく分けて「基本調
査」と「詳細調査」からなり、この「詳細調査」では、

甲状腺検査、 健康診査、 こころの健康度・生活習
慣調査、 妊産婦に関する調査、の４つの調査を実施し
ています。

特集

健 康
この「県民健康管理調査」以外にも、ホールボディ

カウンターによる内部被ばくの検査や個人線量計の貸
与等を実施しています。また、各種調査・測定の結果
については、データベースを構築して、今後の皆さま
の健康管理に役立てることとしています。

各種調査等の概要と進捗状況は、次のとおりです。

福島県の 「県民健康管理調査 」について

２ ３

４

県民健康管理（全県民対象）

４．妊産婦に関する調査
妊産婦の方の健康状態やこころの健康度を把握し、不

安の軽減や必要なケアの提供を図ることを目的に実施し
ています。

①平成２２年８月１日から平成２３年７月３１日
までに、県内各市町村において母子健康手帳を交
付された方（平成２４年度は、平成２３年８月１
日から平成２４年７月３１日までに交付された方
を対象）
②県外市区町村から母子健康手帳を交付された方
のうち、県内に転入または滞在して３月１１日以
降に県内で妊婦健診を受診したり、分娩をした方

震災後の妊婦健康診査の受診状況、妊娠経過中の
健康状態 妊産婦 ろ 健康度などに いて

調査票により実施

本特集は、６月１２日に開催された第７回「県民健康管理調査」
検討委員会資料等をもとに、「基本調査」及び「詳細調査」の最新
の状況をまとめました。

対象者

方 法

内 容

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

県

内

15歳
以下

16歳
以上

県

外

15歳
以下

16歳
以上

平成２４年度「健康診査」の現在の実施計画等

①

③

④

⑤

⑥

②

市町村が実施する特定健康診査・総合検診での上乗せ健診

飯舘村(5/24～)葛尾村(5/26･27)田村市(5/27～)
川俣町(6/12～)広野町(7/6～)南相馬市(8/1～)
楢葉町(9/10～)川内村(9/14～)浪江町(9/18～)
富岡町(9/26～)大熊町(10/27～)双葉町(11/27･12/10～)

市町村が実施する特定健康診査・総合検診での上乗せ健診

飯舘村(5/24～)葛尾村(5/26･27)田村市(5/27～)
川俣町(6/12～)広野町(7/6～)南相馬市(8/1～)
楢葉町(9/10～)川内村(9/14～)浪江町(9/18～)
富岡町(9/26～)大熊町(10/27～)双葉町(11/27･12/10～)

県内指定医療機関での小児健診県内指定医療機関での小児健診

集団健診（県内各地）集団健診（県内各地）

医療機関での施設健診医療機関での施設健診

県外指定医療機関での小児健診県外指定医療機関での小児健診

県外指定医療機関での健診県外指定医療機関での健診

１

福島県では、内部被ばく線量を調べるために、ホール
ボディカウンター（人間の体内に摂取され沈着した放射
性物質の量を体外から測定する装置）による検査を行っ
ています。
昨年６月から今年４月末までに、３８，４６９人を測

定した結果、概ね一生涯の線量である預託実効線量※注

については 最大３ミリシ ベルト ３８ ４４３人

フォロー

県民健康管理調査（基本調査） ■「先行検査」（検査１回目）

ホールボディカウンター（内部被ばく）検査３

対象者：平成23年3月11日時点での県内居住者
方 法：自記式質問票
内 容：3月11日以降の行動記録(被ばく線量の推計評価)

基本調査
１ 線量を把握（基礎データ）

継続して管理

★健康調査や検査の結果を個々人が記録・保管
★放射線に関する知識の普及

◆県民の長期にわたる健康管理と治療に活用
◆健康管理をとおして得られた知見を次世代に活用

データベース
構築

県民健康管理
ファイル

甲状腺検査
(18歳以下の全県民(県外避難者含む)に順次実施)

詳細調査
２ 健康状態を把握

内 容：甲状腺超音波検査
※３年程度で対象者全員の現状を把握し、
その後は定期的に検査

健
康
診
査

（
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存
の
健
診
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用
）

対象者：避難区域等の住民
内 容：一般健診項目＋白血球分画等

こころの健康度・生活習慣に関する調査(避難区域等の住民へ質問紙調査)

対象者：避難区域等以外の住民
内 容：一般健診項目

職場での健診や市町村が行う住民健診、がん検診等を定期的に
受診することが、疾病の早期発見・早期治療につながる。

＋既存健診の対象外の県民への健診実施

相談 ・ 支援

※「避難区域以外の住民」についても、既存健診の対
象外の県民へ新たに健診の受診機会を付与すること
で平成２４年度から実施予定です。

３．こころの健康度・生活習慣に関する調査

震災や原子力発電所事故で心的外傷を負ったり、不安
や不自由な生活を余儀なくされるなど、困難な状況にあ
る方々のこころやからだの健康度（問題）を正しく把握
して、適切なケアを図ることを目的として実施しています。

■検査結果
後日、本人（保護者）あてに検査結果を通知します。

健康状態、妊産婦のこころの健康度などについて
調査します。

●ホールボディカウンター ●個人線量計

実施状況 平成２４年５月１日現在
平成２４年１月中旬から、調査票１５，９５４通を対象者
に送付し、９，０２４通（回収率５６．６％）の回答があ
りました。回答内容から支援が必要と思われる方に対し、
健康状況や育児状況等の不安に関して助産師、看護師等に
よる電話支援等を行っています。

妊産婦に関する調査(22年8月1日～23年7月31日の母子健康手帳申請者へ質問紙調査)

医師、臨床心理士、保健師等による面接調査も実施

① ７月中旬以降からの開始に向け調整中
② 一部の市町村において既に実施中
③ １２月中旬以降からの開始に向け調整中
④ 受診希望者の利便性向上を図るため、医療機関での

施設健診の実施に向けて県医師会と調整中
⑤⑥夏頃以降からの開始に向け調整中

治 療

については、最大３ミリシーベルト、３８，４４３人
(99.9％)が１ミリシーベルト未満という結果であり、健
康に影響を及ぼすようなケースは確認されませんでした。

※注 預託実効線量：成人では５０年間、子供では７０歳
までに体内から受けると思われる内部被ばく量

県民健康管理調査（基本調査）１

県民の皆さまの３月１１日以降の行動記録を基に、外
部被ばく線量を推計し、将来にわたる県民の健康の維持、
増進につなげていくことを目的に実施しています。

対象者

平成２３年３月１１日時点での県内居住者

方 法

問診票により実施

内 容

３月１１日以降、「いつ」「どこに」「どのくら
い居たか」「どのように移動したか」など、皆さ
まの行動記録に基づいて推計します。

基本調査回答状況 平成２４年５月３１日現在
調査対象者 ２，０５６，９９４人

回答者数 ４６５，０４１人 （回答率２２．６％）

回答いただいた方には、外部被ばく線量推計結果を順次送
付してまいります。まだ、ご提出がお済みでない方がいらっ
しゃいましたら、行動記録をご記入いただき、問診票の提出
にご協力ください。今後の長期にわたる各種検査の「お知ら

■「先行検査」（検査１回目）
平成２３年３月１１日時点で概ね１８歳以下の全
県民約３６万人

甲状腺超音波検査

平成２３年１０月から平成２６年３月までを目途
に、放射線の影響が考えにくい時期に現状把握を
行います。

■「本格検査」(検査２回目以降)
「先行検査」の対象者に加え、
平成２４年４月１日までに生まれた方を追加

甲状腺超音波検査

平成２６年度以降の予定。対象者が２０歳になる
までは２年ごと、それ以降は５年ごとに継続して
実施します。

■検査結果

検査実施状況 平成２４年３月３１日現在

個人線量計の貸与等４

して、適切なケアを図ることを目的として実施しています。

避難区域等の住民 約２１万人

調査票により実施

現在のこころと身体の健康状態、生活習慣（食生
活、睡眠、喫煙、飲酒、運転）、最近半年くらい
の行動などについて調査します。

福島県では、県民の放射線量測定への関心の高まりか
ら、市町村が中学生以下の子どもや妊婦を対象に個人線
量計等を貸与する費用などを補助しています。これによ
り、住民の皆さま自らが放射線量を確認し、積極的な健
康管理につなげていくことを目指しています。

対象者

方 法

内 容

対象者

方 法

内 容

後日、本人（保護者）あてに検査結果を通知します。

実施状況 平成２４年５月３１日現在
平成２４年１月中旬から、調査票２１０，１８９通を対象
者に送付し、９１，４３１通（回収率４３．５％）の回答
がありました。回答内容から支援が必要と思われる方に対
し、臨床心理士や保健師、看護師等が電話をかけ、こころ
の健康や生活習慣等に関する問題について支援を行ってい
ます。

対象者

方 法

内 容

県民健康管理調査「基本調査」の
ご回答はお済みですか？

県民健康管理調査（詳細調査）２

１．甲状腺検査

にご協力ください。今後の長期にわたる各種検査の「お知ら
せ」を確実にお届けするためには、住所（居所）の確認が必
要になりますが、基本調査はそのためにも重要となります。

子どもたちの健康を長期的に見守ることを目的に実施
しています。

検査実施状況 平成２４年３月３１日現在

福島県が検査を実施した３８，１１４人の状況は、二次検
査を要するケースは極めて少なく(１８６人 0.5%)、概ね
「安心な結果」(大部分が良性)との評価が示されました。

県民の健康状態を把握して長期的に見守っていくとと
もに、生活習慣病の予防や早期発見、早期治療につなげ
ることを目的に実施しています。

「避難区域等の住民」
＜避難区域等＞田村市、南相馬市、川俣町、広野
町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、
浪江町、葛尾村、飯舘村及び伊達市の一部（特定
避難勧奨地点関係地区）

既存の健診制度を活用して実施します。
（白血球分画などの検査項目を上乗せして実施）

対象者

内 容

２．健康診査

実効線量推計結果の状況 平成２４年５月３１日現在
先行調査（川俣町山木屋地区、浪江町、飯舘村）：１５，５２４人
放射線業務従事経験者を除く１４，４１２人の９４．０％
が５ミリシーベルト未満（最高値は２５．１ミリシーベルト）
全県民調査（先行調査地区を除く） ：１０，１４３人
放射線業務従事経験者を除く９，８９７人の９９．８％が
３ミリシーベルト未満（最高値は３．９ミリシーベルト）

ご回答はお済みですか？
ご回答がお済みでない方は、

わかる範囲でご記入の上、

提出をお願いいたします。
（後日、必要に応じて、事務局からご
確認、ご相談させていただきます。）

福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター
県民健康管理調査事務局

０２４－５４９－５１３０（土日祝日を除く9:00～17:00）

お問い合わせ先「基本調査」は、今後長期

にわたる健康管理の基礎

(はじまり)となるものです

「基本調査」は、空間線量率が高かった
原発事故発生直後から４か月間の外部被ば
く線量を推計する唯一の方法です。



計測結果 (市町村別の第一巡における最高値記録地点の値の変化)

詳しくは 経済産業省 ホ ムペ ジをご覧くださ

内閣府原子力被災者生活支援チームは、昨年８月から定期的に警戒区域及び計画的避難区域の主要道路（国道、常磐自
動車道、県道、主要地方道、生活道路）の詳細モニタリングを実施しており、今般、今年５月から６月にかけて実施した
第八巡の結果を公表しました。
計測方法は、モニタリングカーによる走行サーベイにて、主要道路上の地上１ｍにおける空間線量率を１０ｍ間隔で測
定しています。全般に、第一巡から第八巡へと概ね時間の経過と共に線量率が低下しており、第七巡と比べても全体的に
低下しています。

各種モニタリング結果について
警戒区域および計画的避難区域等における詳細モニタリング結果 （6月27日公表）

～モニタリングカーによる走行サーベイ(第八巡)～

★は第一巡と二巡において半導体式エリアモニタ（高線量タイプ）で測定した値のためバラツキが大きい。
（50～100μSv/ｈの計測値において、誤差の標準偏差が20～25％程度）

◇は積雪のためモニタリングカーが走行できず計測できなかった。
【実施時期】第一巡：平成23年 8月 2日～ 8月30日 第二巡：平成23年 8月31日～ 10月 9日 第三巡：平成23年10月１日～11月 4日

第四巡：平成23年11月 5日～12月12日 第五巡：平成23年12月14日～平成24年 1月30日 第六巡：平成24年 2月 4日～ 3月10日
第七巡：平成24年 3月 12日～ 4月16日 第八巡：平成24年 5月16日～ 6月18日

市町村 避難住所
第一巡
[μSv/h]

第二巡
[μSv/h]

第三巡
[μSv/h]

第四巡
[μSv/h]

第五巡
[μSv/h]

第六巡
[μSv/h]

第七巡
[μSv/h]

第八巡
[μSv/h]

七巡と八巡との差
備考

[μSv/h] [％]

南相馬市 小高区金谷 １７.２ １６.４ １４.８ １３.２ １５.５ １１.８ １１.９ １１.０ －０.９ － 7.6

浪江町 井手山田前 ９８.１ ６８.６ ５５.３ ５４.３ ６０.５ ５２.１ ５０.０ ４９.０ －１.０ － 2.0 ★

双葉町 山田出名子 ９２.５ ６１.０ ５３.１ ５３.１ ５７.７ ５４.３ ４５.１ ４２.９ －２.２ － 4.9 ★

大熊町 夫沢東台 １４４ １０１ ８９.７ ８７.３ ９２.１ ８４.５ ７９.７ ７２.４ －７.３ － 9.2 ★

富岡町 小良ヶ浜松ノ前 ２３.１ ２２.８ ２１.５ １７.０ １８.１ １８.０ １６.６ １３.５ －３.１ －18.7

楢葉町 上繁岡下奥海 ４.２ ３.４ ３.４ ３.４ ３.５ ３.３ ２.８ ２.８ ０ 0

飯舘村 長泥曲田 １８.７ １８.１ １６.４ １５.７ １２.４ １４.０ １４.８ １３.３ －１.５ －10.1

川俣町 山木屋広久保山 ７.８ ６.９ ６.７ ６.３ ４.２ ２.９ ５.７ ４.５ －１.２ －21.1

葛尾村 葛尾小出谷 ３２.５ ２９.９ ２９.９ ２４.９ ２５.６ －◇ ２１.２ ２０.３ －０.９ － 4.2

田村市 都路町古道場々 １.１ １.１ １.１ １.３ １.０ ０.７ ０.７ ０.６ －０.１ －14.3

川内村 下川内五枚沢 ５.９ ５.７ ５.４ ５.１ ４.６ ３.８ ４.３ ３.５ －０.８ －18.6

詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/20120627.html

（熱中症とは？）
○高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れた
り、体温調節機能がうまく働かないことなどにより、体内に
熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感
などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。

★以下の症状があれば、熱中症を疑いましょう！！
軽度：めまい、たちくらみ、筋肉痛、汗がとまらない
中度：頭痛、吐き気、体がだるい、虚脱感
重度：意識がない、けいれん、呼びかけに対して返事がおか

しい、まっすぐ歩けない
★熱中症患者のおよそ半数は高齢者（６５歳以上）です。高齢
者の方は特にご注意下さい。

（熱中症を予防するには？）
○こまめな水分・塩分補給が大切です！！
○暑さを避けましょう！！
・部屋の風通しを良くする。扇風機やエアコンを使って温度
調節する。

・室温が上がりにくい環境の確保
（カーテン、すだれ、打ち水など）

（熱中症になってしまったら？）
○涼しい場所に避難させる。
○衣服を脱がせ、身体を冷やす。
○水分・塩分を補給する。（自力で水を飲めない場合、
直ちに救急隊を要請しましょう。）

暑い季節、熱中症に気をつけましょう!!
熱中症の発生は７～８月がピークになります。熱中症は、屋外はもちろん、

室内でも多く発生していますので、仮設住宅などでは、特にご注意下さい。

（熱中症関係ホームページ、パンフレット等）

○政府からのお知らせ（首相官邸ホームページ）
http://www.kantei.go.jp/saigai/osirase/pdf/kenkou
3.pdf

○熱中症を防ぐために（厚生労働省ホームページ）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002btf0
-att/2r9852000002btgh.pdf

○熱中症情報（環境省）
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/index.html


